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(57)【要約】
【課題】コンパクトな構成で、感光体を保護することが
できる画像形成装置、および、その画像形成装置に装着
されるプロセスカートリッジを提供すること。
【解決手段】
　感光ドラム１９を備えたプロセスカートリッジ１３を
プロセスフレーム１２に装着し、そのプロセスフレーム
１２を本体ケーシング２に装着した後、直動カム機構５
１によってプロセスカートリッジ１３を上方から下方向
かって付勢または付勢解除する。
　これにより、保護部材３１を、感光ドラム１９に対し
、上下方向に沿って近接または離間させて、コンパクト
な構成で感光ドラム１９を露出または保護させる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置本体と、
　前記画像形成装置本体に着脱自在に装着され、感光体を備えるプロセスカートリッジと
を備え、
　前記プロセスカートリッジは、
　　前記感光体を支持する筐体と、
　　前記筐体に対して相対移動可能な保護部材とを備え、
　前記画像形成装置本体は、前記筐体を付勢する付勢手段を備え、
　前記付勢手段が前記筐体を付勢しているときには、前記保護部材は、前記付勢手段の付
勢方向において、前記感光体に対して上流側に退避する退避位置に配置され、
　前記付勢手段が前記筐体に対する付勢を解除しているときには、前記保護部材は、前記
付勢手段の付勢方向において、前記感光体に対して下流側に進出する進出位置に配置され
ることを特徴とする、画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成装置本体に着脱自在に装着され、前記プロセスカートリッジを装着するた
めのプロセスフレームを備え、
　前記保護部材は、前記プロセスカートリッジが前記プロセスフレームに装着されたとき
には、まず、前記進出位置に配置されることを特徴とする、請求項１に記載の画像形成装
置。
【請求項３】
　前記プロセスフレームは、前記付勢手段の付勢方向において、前記保護部材の下流側端
部と当接する規制部を備えていることを特徴とする、請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記プロセスカートリッジは、複数設けられており、並列配置するように、前記プロセ
スフレームに装着され、
　前記付勢手段は、
　　各前記プロセスカートリッジの並列方向に沿って進退する進退部材と、
　　前記進退部材の進退に対応して、前記筐体を前記付勢方向に沿って押圧または押圧解
除する押圧部材とを備えていることを特徴とする、請求項２または３に記載の画像形成装
置。
【請求項５】
　前記プロセスフレームには、前記付勢手段の付勢方向上流側に向かって開く位置決め溝
が形成されており、
　前記付勢手段が前記筐体を付勢しているときには、前記感光体の長手方向両端の外周面
が、前記位置決め溝と当接することにより、前記筐体が、前記付勢手段の付勢方向におい
て、位置決めされることを特徴とする、請求項２ないし４のいずれかに記載の画像形成装
置。
【請求項６】
　前記進退部材は、
　　前記押圧部材がすべての前記筐体を押圧し、すべての保護部材を前記退避位置に配置
させる全退避位置と、
　　前記押圧部材が複数の前記筐体のうち少なくとも１つを押圧し、それに対応する保護
部材を前記退避位置に配置させるとともに、残りの前記筐体を押圧解除し、それらに対応
する保護部材を前記進出位置に配置させる部分退避位置と、
　　前記押圧部材がすべての前記筐体を押圧解除し、すべての保護部材を前記進出位置に
配置させる全進出位置とに移動することを特徴とする、請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　感光体と、
　前記感光体を支持する筐体と、
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　前記感光体の長手方向に沿って延び、前記感光体を挟んで並列配置される少なくとも２
つの保護部材とを備え、
　前記保護部材は、前記感光体の長手方向、および、前記保護部材の並列方向の両方と直
交する方向において、前記感光体に対して相対移動可能であることを特徴とする、プロセ
スカートリッジ。
【請求項８】
　前記感光体に対して一方側に隣接し、前記筐体に支持される現像ユニットを備え、
　前記感光体よりも一方側に配置される前記保護部材は、前記保護部材の移動方向におい
て、前記現像ユニットと対向し、
　前記感光体よりも他方側に配置される前記保護部材は、
　　前記保護部材の移動方向に沿って延びる第１壁と、
　　前記第１壁から連続し、前記保護部材の並列方向において、一方側の前記保護部材に
向かって延びる第２壁とを備え、
　前記感光体よりも一方側に配置される前記保護部材の、並列方向における長さは、前記
感光体よりも他方側に配置される前記保護部材の、並列方向における長さよりも長いこと
を特徴とする、請求項７に記載のプロセスカートリッジ。
【請求項９】
　前記保護部材が前記感光体に対して相対的に近づく方向において、前記保護部材の下流
側面に弾性体を備えていることを特徴とする、請求項７または８に記載のプロセスカート
リッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーレーザプリンタなどの画像形成装置、およびその画像形成装置に装着
されるプロセスカートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式のカラーレーザプリンタとして、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック
の４色のトナーに対応して、４つの感光ドラムを備えるタンデム型カラーレーザプリンタ
が知られている。
　このようなタンデム型カラーレーザプリンタとして、たとえば、装置本体に対して着脱
可能な像担持体カートリッジに、複数の像担持体が相互に位置決めされて取り付けられて
いるカラー画像形成装置が提案されている（たとえば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　一方、特許文献１のように、装置本体に対して着脱可能な像担持体カートリッジを備え
ている場合、像担持体カートリッジを取り外すときに、像担持体が露出するので、そのと
きには、像担持体を保護することが望ましい。
　そこで、たとえば、感光ドラムを備えたプロセスカートリッジに、感光ドラムを保護す
るドラムカバーが設けられた画像形成装置が提案されている（たとえば、特許文献２参照
。）。
【特許文献１】特開２００３－１５３７８号公報
【特許文献２】特開平１－２６７６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかるに、特許文献２に記載の構成では、プロセスカートリッジが装置本体内に装填さ
れてから、ドラムカバーが大きく回動して開いている。
　そのため、特許文献１に記載の像担持体カートリッジに、特許文献２に記載のドラムカ
バーを備えると、画像形成装置本体内に、ドラムカバーを開閉するための大きな空間が必
要になるという不具合がある。
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【０００５】
　そこで、本発明の目的は、コンパクトな構成で、感光体を保護することができる画像形
成装置、および、その画像形成装置に装着されるプロセスカートリッジを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、画像形成装置であり、画像形成装
置本体と、前記画像形成装置本体に着脱自在に装着され、感光体を備えるプロセスカート
リッジとを備え、前記プロセスカートリッジは、前記感光体を支持する筐体と、前記筐体
に対して相対移動可能な保護部材とを備え、前記画像形成装置本体は、前記筐体を付勢す
る付勢手段を備え、前記付勢手段が前記筐体を付勢しているときには、前記保護部材は、
前記付勢手段の付勢方向において、前記感光体に対して上流側に退避する退避位置に配置
され、前記付勢手段が前記筐体に対する付勢を解除しているときには、前記保護部材は、
前記付勢手段の付勢方向において、前記感光体に対して下流側に進出する進出位置に配置
されることを特徴としている。
【０００７】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記画像形成装置本
体に着脱自在に装着され、前記プロセスカートリッジを装着するためのプロセスフレーム
を備え、前記保護部材は、前記プロセスカートリッジが前記プロセスフレームに装着され
たときには、まず、前記進出位置に配置されることを特徴としている。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記プロセスフレー
ムは、前記付勢手段の付勢方向において、前記保護部材の下流側端部と当接する規制部を
備えていることを特徴としている。
【０００８】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の発明において、前記プロセ
スカートリッジは、複数設けられており、並列配置するように、前記プロセスフレームに
装着され、前記付勢手段は、各前記プロセスカートリッジの並列方向に沿って進退する進
退部材と、前記進退部材の進退に対応して、前記筐体を前記付勢方向に沿って押圧または
押圧解除する押圧部材とを備えていることを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項２ないし４のいずれかに記載の発明において、
前記プロセスフレームには、前記付勢手段の付勢方向上流側に向かって開く位置決め溝が
形成されており、前記付勢手段が前記筐体を付勢しているときには、前記感光体の長手方
向両端の外周面が、前記位置決め溝と当接することにより、前記筐体が、前記付勢手段の
付勢方向において、位置決めされることを特徴としている。
【００１０】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明において、前記進退部材は、前
記押圧部材がすべての前記筐体を押圧し、すべての保護部材を前記退避位置に配置させる
全退避位置と、前記押圧部材が複数の前記筐体のうち少なくとも１つを押圧し、それに対
応する保護部材を前記退避位置に配置させるとともに、残りの前記筐体を押圧解除し、そ
れらに対応する保護部材を前記進出位置に配置させる部分退避位置と、前記押圧部材がす
べての前記筐体を押圧解除し、すべての保護部材を前記進出位置に配置させる全進出位置
とに移動することを特徴としている。
【００１１】
　また、請求項７に記載の発明は、プロセスカートリッジであり、感光体と、前記感光体
を支持する筐体と、前記感光体の長手方向に沿って延び、前記感光体を挟んで並列配置さ
れる少なくとも２つの保護部材とを備え、前記保護部材は、前記感光体の長手方向、およ
び、前記保護部材の並列方向の両方と直交する方向において、前記感光体に対して相対移
動可能であることを特徴としている。
【００１２】
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　また、請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の発明において、前記感光体に対して
一方側に隣接し、前記筐体に支持される現像ユニットを備え、前記感光体よりも一方側に
配置される前記保護部材は、前記保護部材の移動方向において、前記現像ユニットと対向
し、前記感光体よりも他方側に配置される前記保護部材は、前記保護部材の移動方向に沿
って延びる第１壁と、前記第１壁から連続し、前記保護部材の並列方向において、一方側
の前記保護部材に向かって延びる第２壁とを備え、前記感光体よりも一方側に配置される
前記保護部材の、並列方向における長さは、前記感光体よりも他方側に配置される前記保
護部材の、並列方向における長さよりも長いことを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項７または８に記載の発明において、前記保護部
材が前記感光体に対して相対的に近づく方向において、前記保護部材の下流側面に弾性体
を備えていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、プロセスカートリッジが画像形成装置本体から取り外
されているときには、付勢手段による筐体に対する付勢が解除されているので、保護部材
は、感光体に対して付勢手段の付勢方向下流側の進出位置に配置されている。
　そのため、保護部材は、感光体を、付勢手段の付勢方向下流側から、保護することがで
きる。
【００１５】
　また、プロセスカートリッジが画像形成装置本体に装着され、付勢手段が筐体を付勢し
ているときには、保護部材は、感光体に対して付勢手段の付勢方向上流側の退避位置に配
置されている。
　そのため、保護部材は、感光体を、付勢手段の付勢方向下流側から、露出させることが
できる。
【００１６】
　その結果、付勢手段の付勢方向において、保護部材を感光体に対して進退させるだけで
感光体を保護または露出させるので、画像形成装置本体に大きな空間を設けることを不要
とすることができ、コンパクトな構成で、感光体を保護することができる。
　請求項２に記載の発明によれば、保護部材は、プロセスカートリッジがプロセスフレー
ムに装着されたときには、まず、進出位置に配置される。
【００１７】
　そのため、プロセスカートリッジがプロセスフレームに装着された最初の段階において
、感光体を確実に保護することができる。
　請求項３に記載の発明によれば、プロセスフレームは、付勢手段の付勢方向において、
保護部材の下流側端部と当接する規制部を備えている。
　そのため、付勢手段が筐体を付勢しているときには、プロセスカートリッジの保護部材
が、プロセスフレームの規制部に当接するので、保護部材の付勢方向下流側に向かう移動
が、規制部により規制される。
【００１８】
　その結果、付勢手段により筐体を付勢することにより、保護部材を、付勢手段の付勢方
向において、確実に、感光体に対して上流側に退避させることができる。
　請求項４に記載の発明によれば、付勢手段は、複数のプロセスカートリッジの並列方向
に沿って進退する進退部材と、進退部材の進退に対応して、各プロセスカートリッジの筐
体を付勢方向に沿って押圧または押圧解除する押圧部材とを備えている。
【００１９】
　そのため、押圧部材は、進退部材の進退に対応して、各プロセスカートリッジの筐体を
押圧または押圧解除することができる。
　その結果、付勢手段により、各プロセスカートリッジの保護部材を連動させて進退させ
ることができる。
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　請求項５に記載の発明によれば、付勢手段が筐体を付勢しているときには、感光体の長
手方向両端の外周面が、位置決め溝と当接する。
【００２０】
　そのため、付勢手段によって筐体を付勢しているときに、確実に、筐体を位置決めする
ことができる。
　請求項６に記載の発明によれば、進退部材が全退避位置に移動したときには、押圧部材
がすべての筐体を押圧し、すべての保護部材を退避位置に配置させる。
　また、進退部材が部分退避位置に移動したときには、押圧部材が複数の筐体のうち少な
くとも１つを押圧し、それに対応する保護部材を退避位置に配置させるとともに、残りの
筐体を押圧解除し、それらに対応する保護部材を進出位置に配置させる。
【００２１】
　また、進退部材が全進出位置に移動したときには、押圧部材がすべての筐体を押圧解除
し、すべての保護部材を進出位置に配置させる。
　これにより、進退部材の全退避位置、部分退避位置および全進出位置への移動により、
各保護部材を連動させて進退させ、画像形成装置を、全ての保護部材を退避させるモード
、少なくとも１つの筐体に対応する保護部材を退避させ、残りの保護部材を進出させるモ
ード、および、全ての保護部材を進出させるモードに切り替えることができる。
【００２２】
　その結果、筐体を付勢する付勢手段と、保護部材とを利用して、画像形成装置のモード
を切り替えることができ、画像形成装置の装置構成を簡略化することができる。
　請求項７に記載の発明によれば、保護部材は、感光体の長手方向に沿って延び、感光体
を挟んで並列配置されている。
　そのため、保護部材は、感光体の両側から、確実に、感光体を保護することができる。
【００２３】
　また、保護部材は、感光体の長手方向、および、保護部材の並列方向の両方と直交する
方向において、感光体に対して相対移動可能である。
　そのため、感光体を筐体の外側へ配置するように、保護部材が動いたときには、２つの
保護部材の間から感光体を露出させることができ、感光体を筐体の内側へ配置するように
、保護部材が動いたときには、２つの保護部材によって感光体を保護することができる。
【００２４】
　その結果、簡単な構成で、確実に、感光体を保護することができる。
　請求項８に記載の発明によれば、感光体よりも他方側に配置される保護部材は、保護部
材の移動方向に沿って延びる第１壁と、第１壁から連続し、保護部材の並列方向において
、一方側の保護部材に向かって延びる第２壁とを備えている。
　そのため、感光体よりも他方側に配置される保護部材は、第１壁により、保護部材の並
列方向他方側において、感光体を保護することができ、第２壁により、保護部材の移動方
向において、感光体を保護することができる。
【００２５】
　また、感光体よりも一方側に配置される保護部材は、保護部材の移動方向において、現
像ユニットと対向し、その並列方向における長さは、感光体よりも他方側に配置される保
護部材の、並列方向における長さよりも長く形成されている。
　そのため、感光体よりも一方側に配置される保護部材は、保護部材の並列方向一方側に
おいて、現像ユニットと対向する空間を利用して、感光体よりも他方側に配置される保護
部材よりも長い並列方向長さで、感光体を保護することができる。
【００２６】
　その結果、保護部材の並列方向、および、保護部材の移動方向のいずれの方向において
も、確実に、感光体を保護することができる。
　請求項９に記載の発明によれば、保護部材は、保護部材が感光体に対して相対的に近づ
く方向において、その下流側面に弾性体を備えている。
　そのため、保護部材を感光体に対して相対的に近づけるには、弾性体の弾性力に抗して
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保護部材を押圧する必要がある。すなわち、保護部材は、感光体に向かう方向に外力が加
わらない限り、弾性体の弾性力により、感光体から離間し続ける。
【００２７】
　その結果、感光体が筐体の内側に配置されるので、確実に、感光体を保護することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
１．カラーレーザプリンタの全体構成
　図１は、本発明の画像形成装置の一例としてのカラーレーザプリンタの一実施形態を示
す側断面図である。
　このカラーレーザプリンタ１は、横置きタイプのタンデム型カラーレーザプリンタであ
って、画像形成装置本体の一例としての本体ケーシング２内に、用紙Ｐを給紙するための
給紙部３と、給紙された用紙Ｐに画像を形成するための画像形成部４とを備えている。
（１）本体ケーシング
　本体ケーシング２は、画像形成部４を収容する側面視略矩形状のボックス状に形成され
ており、その一方側壁には、後述するプロセスフレーム１２を着脱させるためのフロント
カバー５が設けられている。
【００２９】
　なお、以下の説明において、フロントカバー５が設けられる側（図１における右側）を
前側とし、その反対側（図１における左側）を後側とする。また、カラーレーザプリンタ
１を前側から見たときを左右の基準とする。すなわち、図１の紙面手前側が左側であり、
紙面奥側が右側である。
（２）給紙部
　給紙部３は、用紙Ｐを収容する給紙トレイ６を備えている。給紙トレイ６は、本体ケー
シング２内の底部に着脱自在に装着されている。給紙トレイ６の前端部上方には、給紙ロ
ーラ７と、Ｕターンパスからなる給紙パス（図示せず）とが配置されている。
【００３０】
　給紙ローラ７の回転により、給紙トレイ６に収容されている用紙Ｐが給紙パス（図示せ
ず）に向けて１枚ずつ給紙される。その後、用紙Ｐは、給紙パス（図示せず）から、画像
形成部４（感光ドラム１９（後述）と搬送ベルト２４（後述）との間）に向けて搬送され
る。
（３）画像形成部
　画像形成部４は、スキャナ部８、プロセス部９、転写部１０、および定着部１１を備え
ている。
（３－１）スキャナ部
　スキャナ部８は、本体ケーシング２の上部に配置されている。スキャナ部８は、鎖線で
示すように、４つの感光ドラム１９（後述）に向けて、画像データに基づくレーザビーム
をそれぞれ出射し、感光ドラム１９（後述）を露光する。
（３－２）プロセス部
　プロセス部９は、スキャナ部８の下方であって、給紙部３の上方に配置されており、１
つのプロセスフレーム１２と、各色に対応する４つのプロセスカートリッジ１３とを備え
ている。
【００３１】
　プロセスフレーム１２は、本体ケーシング２に、前後方向に沿って挿入または引き出し
可能に装着されている。
　プロセスカートリッジ１３は、前後方向に沿って並列配置されるように、プロセスフレ
ーム１２に着脱自在に装着されている。具体的には、前側から後側に向かって、ブラック
プロセスカートリッジ１３Ｋ、イエロープロセスカートリッジ１３Ｙ、マゼンタプロセス
カートリッジ１３Ｍおよびシアンプロセスカートリッジ１３Ｃが、順次配置されている。
（３－２－１）プロセスユニット
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　各プロセスカートリッジ１３は、それぞれ、筐体の一例としてのプロセス筐体１４を備
えている。
【００３２】
　各プロセス筐体１４は、左右１対のユニット側壁１５と、両ユニット側壁１５間に支持
されるドラムユニット１６および現像ユニット１７とを備えている。
　両ユニット側壁１５は、側面視矩形状に形成され、左右方向に間隔を隔てて対向配置さ
れている（図２参照。）。
　ドラムユニット１６は、両ユニット側壁１５間の後側において、ドラム仕切壁１８によ
って区画されており、感光体の一例としての感光ドラム１９およびスコロトロン型帯電器
（図示せず）を備えている。
【００３３】
　ドラム仕切壁１８は、両ユニット側壁１５間に架設され、前方下側が開放される閉断面
矩形状に形成されている。
　また、ドラム仕切壁１８の後壁３９は、その上側部分が、両ユニット側壁１５の後端縁
に沿って配置されており、その下側部分が、その上側部分から段差を経て両ユニット側壁
１５の後端縁よりも少し前方に配置されている。また、ドラム仕切壁１８の後壁３９の下
端部は、両ユニット側壁１５の下端部よりも上方に配置されている。
【００３４】
　感光ドラム１９は、左右方向に沿って配置され、下方に向けて露出されるように、両ユ
ニット側壁１５の下端部において、回転自在に支持されている。より具体的には、感光ド
ラム１９は、その上側半分部分の後側がドラム仕切壁１８内に配置され、その上側半分部
分の前側と下側半分部分とがドラム仕切壁１８の開放部分から露出するように配置されて
いる。また、感光ドラム１９の下端部は、両ユニット側壁１５の下端部よりも上方に配置
されている。
【００３５】
　また、感光ドラム１９の両端は、両側のユニット側壁１５よりも外側に突出しており、
両側のユニット側壁１５にそれぞれ設けられる円筒形状のカバー６１によって被覆されて
いる（図２参照）。
　スコロトロン型帯電器（図示せず）は、感光ドラム１９の斜め後側上方に、感光ドラム
１９と間隔を隔てて対向配置され、ドラム仕切壁１８に支持されている。
【００３６】
　現像ユニット１７は、両ユニット側壁１５間の前側において、現像仕切壁２０によって
区画されており、現像ローラ２１、供給ローラ（図示せず）および層厚規制ブレード（図
示せず）を備えている。
　現像仕切壁２０は、両ユニット側壁１５間に架設され、感光ドラム１９に対向する下方
後側が開放される閉断面矩形状に形成されている。
【００３７】
　また、現像仕切壁２０の前壁は、両ユニット側壁１５の前端縁に沿って上下方向に延び
るように配置されている。
　また、現像仕切壁２０の下壁４０は、前後方向に延びる中央部分と、その中央部分から
前壁に向けて、前方に向かうにつれ上方へ傾斜する傾斜部分とを備える断面視略Ｖ字形状
に形成されている。現像仕切壁２０の下壁４０は、両ユニット側壁１５の下端部およびド
ラム仕切壁１８の下端部よりも上方に配置されている。
【００３８】
　現像ローラ２１は、左右方向に沿って配置され、両ユニット側壁１５において、回転自
在に支持されている。現像ローラ２１は、具体的には、その前側半分部分が、現像仕切壁
２０内に配置され、その後側半分部分が、現像仕切壁２０の開放部分から露出するように
配置されている。そして、現像ローラ２１の露出部分が感光ドラム１９の上側半分部分の
前側と接触している。
【００３９】
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　供給ローラ（図示せず）は、現像仕切壁２０内において、現像ローラ２１の前側に配置
され、両ユニット側壁１５に回転自在に支持されている。
　層厚規制ブレード（図示せず）は、現像ローラ２１の上側に配置され、現像仕切壁２０
の後側に支持されている。
　また、現像仕切壁２０内の空間には、各色に対応するトナーが収容されている。
（３－２－２）プロセスユニットでの現像動作
　現像仕切壁２０内のトナーは、供給ローラ（図示せず）に供給され、さらに、現像ロー
ラ２１に供給され、供給ローラ（図示せず）と現像ローラ２１との間で正極性に摩擦帯電
される。
【００４０】
　現像ローラ２１に供給されたトナーは、現像ローラ２１の回転に伴って、層厚規制ブレ
ード（図示せず）によって厚さが規制され、一定厚さの薄層として現像ローラ２１の表面
に担持される。
　一方、感光ドラム１９の表面は、感光ドラム１９の回転に伴って、スコロトロン型帯電
器（図示せず）により一様に正帯電された後、ドラム仕切壁１８と現像仕切壁２０との間
を通過するスキャナ部８からのレーザビーム（図１破線参照。）の高速走査により露光さ
れる。これにより、用紙Ｐに形成すべき画像に対応した静電潜像が感光ドラム１９の表面
に形成される。
【００４１】
　感光ドラム１９がさらに回転すると、現像ローラ２１の表面に担持され、かつ、正帯電
されているトナーが、感光ドラム１９の表面に形成されている静電潜像に供給される。こ
れにより、感光ドラム１９の静電潜像は可視像化され、感光ドラム１９の表面には、反転
現像によるトナー像が担持される。
（３－３）転写部
　転写部１０は、本体ケーシング２内において、給紙部３の上方であって、プロセス部９
の下方において、前後方向に沿って配置されている。この転写部１０は、駆動ローラ２２
、従動ローラ２３、エンドレスベルトの一例としての搬送ベルト２４および転写ローラ２
５を備えている。
【００４２】
　駆動ローラ２２および従動ローラ２３は、前後方向に間隔を隔てて対向配置されており
、それらの周りに搬送ベルト２４が巻回されている。
　転写ローラ２５は、各感光ドラム１９と、搬送ベルト２４を挟んで対向するように、そ
れぞれ設けられている。
　そして、給紙部３から給紙された用紙Ｐは、搬送ベルト２４によって、前側から後側に
向かって、各感光ドラム１９と各転写ローラ２５とが対向する転写位置を順次通過するよ
うに搬送される。その搬送中に、各感光ドラム１９に担持されている各色のトナー像が、
用紙Ｐに順次転写され、カラー画像が形成される。
（３－４）定着部
　定着部１１は、転写部１０の後方に配置され、加熱ローラ２６、および加熱ローラ２６
に対向する加圧ローラ２７を備えている。転写部１０において、用紙Ｐに転写されたカラ
ー画像は、用紙Ｐが加熱ローラ２６と加圧ローラ２７との間を通過する間に、加熱および
加圧されることによって用紙Ｐに熱定着される。
（４）排紙
　トナー像が定着した用紙Ｐは、Ｕターンパスからなる排紙パス（図示せず）を通過して
、排紙ローラ２８に向けて搬送され、排紙ローラ２８によって、本体ケーシング２の上面
に形成された排紙トレイ２９上に排紙される。
２．プロセス部の詳細
　図２は、図１に示すプロセスカートリッジの斜視図であって、（ａ）は、保護部材が進
出位置に配置されている状態を示し、（ｂ）は、保護部材が退避位置に配置されている状
態を示す。
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【００４３】
　図３は、図２に示すプロセスカートリッジをプロセスフレームに装着する状態を示す斜
視図である。
　図４は、図２に示すプロセスカートリッジがプロセスフレームに装着された状態を説明
する説明図であって、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
（１）プロセスカートリッジの詳細
　プロセスカートリッジ１３では、上記したように、プロセス筐体の両ユニット側壁１５
間に、後側においてドラム仕切壁１８が架設され、前側において、現像仕切壁２０が架設
されている。両ユニット側壁１５は、ドラム仕切壁１８の後壁３９および現像仕切壁２０
の前壁よりも下方に長く形成されている。これによってプロセスカートリッジ１３は、正
面視において、略逆凹形状に形成されている。なお、現像仕切壁２０の上壁には、プロセ
スカートリッジ１３をプロセスフレーム１２に着脱するときに、ユーザが把持するための
カートリッジ把持部７０が設けられている。
【００４４】
　さらに、両ユニット側壁１５間の下端部には、図２（ａ）に示すように、保護部材３１
が設けられている。
　各ユニット側壁１５の下端部には、図２（ｂ）に示すように、その内面に、上下方向に
沿って延びる側面視矩形状のガイド溝３２が、感光ドラム１９を挟むように前後方向に間
隔を隔てて２つ形成されている（以下、ガイド溝３２の前後関係に言及するときには、前
側のガイド溝を前側ガイド溝３２Ｆ、後側のガイド溝を後側ガイド溝３２Ｒとする。）。
【００４５】
　前側ガイド溝３２Ｆは、ユニット側壁１５の前側において、ユニット側壁１５の下端縁
近傍から現像仕切壁２０の下壁４０近傍までの範囲に設けられている。
　後側ガイド溝３２Ｒは、ユニット側壁１５の後側において、ユニット側壁１５の下端縁
近傍からドラム仕切壁１８の後壁３９近傍までの範囲に設けられている。
　なお、前側ガイド溝３２Ｆは、後側ガイド溝３２Ｒよりも広幅に形成されている。
【００４６】
　保護部材３１は、感光ドラム１９を挟むように２つ設けられており、前後方向に間隔を
隔てて並列配置されている（以下、保護部材３１の前後関係に言及するときには、前側の
保護部材を前側保護部材３１Ｆ、後側の保護部材を後側保護部材３１Ｒとする。）。
　前側保護部材３１Ｆは、図４（ａ）に示すように、硬質の樹脂から、左右方向に沿って
延び、現像仕切壁２０の下壁４０に対応する断面視Ｖ字形状に形成されており、上下方向
において、現像仕切壁２０の下壁４０と対向している。詳しくは、前側保護部材３１Ｆは
、左右方向および前後方向に沿って延びる第１前側保護板３４と、第１前側保護板３４の
前端縁から、前方に向かうにつれ上方に向かうように延びる第２前側保護板３５とを一体
的に備えている。
【００４７】
　後側保護部材３１Ｒは、硬質の樹脂から、左右方向に沿って延びる断面視Ｌ字形状に形
成されており、ドラム仕切壁１８の後壁３９と対向している。詳しくは、後側保護部材３
１Ｒは、左右方向および上下方向に沿って延びる第１壁の一例としての第１後側保護板３
６と、第１後側保護板３６の下端縁から連続して、前方に向かって延びる第２壁の一例と
しての第２後側保護板３７とを一体的に備えている。
【００４８】
　なお、第１後側保護板３６は、ドラム仕切壁１８の後壁３９の下側部分の後面に沿って
配置され、その上側部分と上下方向において対向する。
　また、前側保護部材３１Ｆの前後方向長さＬ１は、後側保護部材３１Ｒの前後方向長さ
Ｌ２よりも長く形成されている。
　また、第１前側保護板３４および第２後側保護板３７には、その左右方向両端縁から左
右方向外側に向かって突出する支持部３３が、それぞれ一体的に設けられている（以下、
支持部３３の前後関係に言及するときには、前側の支持部を前側支持部３３Ｆ、後側の支
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持部を後側支持部３３Ｒとする。）。
【００４９】
　各支持部３３は、対応する各ガイド溝３２の前後方向長さよりもやや短い前後方向長さ
の角柱形状に形成されている。
　そして、前側保護部材３１Ｆの前側支持部３３Ｆが、ユニット側壁１５の前側ガイド溝
３２Ｆにスライド自在に嵌合されることにより、前側保護部材３１Ｆは、上下方向におい
て、プロセス筐体１４および感光ドラム１９に対して相対移動可能に、プロセスカートリ
ッジ１３に備えられる。
【００５０】
　具体的には、前側保護部材３１Ｆは、前側ガイド溝３２Ｆに沿って、現像仕切壁２０の
下壁４０と上下方向に対向した状態で、下壁４０と近接する位置（感光ドラム１９と近接
する退避位置）（図７参照）と、ユニット側壁１５の下端縁と近接する位置（感光ドラム
１９から離間する進出位置）（図４参照）とに移動する。
　また、後側保護部材３１Ｒの後側支持部３３Ｒが、ユニット側壁１５の後側ガイド溝３
２Ｒにスライド自在に嵌合されることにより、後側保護部材３１Ｒは、上下方向において
、プロセス筐体１４および感光ドラム１９に対して相対移動可能に、プロセスカートリッ
ジ１３に備えられる。
【００５１】
　具体的には、後側保護部材３１Ｒは、後側ガイド溝３２Ｒに沿って、ドラム仕切壁１８
の後壁３９と上下方向に対向した状態で、第２後側保護板３７が後壁３９の下面と近接す
る位置（感光ドラム１９と近接する退避位置）（図７参照）と、第２後側保護板３７がユ
ニット側壁１５の下端縁と近接する位置（感光ドラム１９から離間する進出位置）（図４
参照）とに移動する。
【００５２】
　また、図４（ａ）に示すように、第１前側保護板３４の上面と、現像仕切壁２０の下壁
４０の下面との間には、弾性体の一例としての前側圧縮バネ３８Ｆが設けられている。
　また、第２後側保護板３７の上面と、ドラム仕切壁１８の後壁３９の下端面との間には
、弾性体の一例としての後側圧縮バネ３８Ｒが設けられている。
　これにより、保護部材３１は、常には、感光ドラム１９に対して相対的に離間するよう
に、下方に向かって付勢されている。
【００５３】
　そして、保護部材３１は、常には、圧縮バネ３８の付勢力により、感光ドラム１９に対
して下方へ進出する進出位置（図２（ａ）参照。）に配置される。また、圧縮バネ３８の
付勢力に抗して、進出位置から、感光ドラム１９に対して上方へ退避する退避位置（図２
（ｂ）参照。）へ移動する。
　保護部材３１は、進出位置では、感光ドラム１９の下端縁よりも下方に配置される（図
４（ａ）参照）。つまり、感光ドラム１９は、保護部材３１よりも内側に配置され、保護
部材３１によって保護される。また、保護部材３１は、退避位置では、感光ドラム１９の
下端縁よりも上方に配置される（図７（ａ）参照）。つまり、感光ドラム１９は、各保護
部材３１の間から露出される。
（２）プロセスフレームの詳細
　プロセスフレーム１２は、図３に示すように、４つのプロセスカートリッジ１３を収容
する枠状に形成され、左右１対のフレーム側壁４１、フロントビーム４２、リヤビーム４
３および複数のガイド板４４を備えている。
【００５４】
　１対のフレーム側壁４１は、４つのプロセスカートリッジ１３を左右方向に挟んで対向
配置される。また、各フレーム側壁４１には、各プロセスカートリッジ１３と対向する位
置において、その上端から下方に向かって切り欠かれる４つの切欠部４５と、切欠部４５
の下端から下方に向かって切り欠かれる４つの位置決め溝４６とが形成されている。
　切欠部４５は、感光ドラム１９の両端およびカバー６１を露出するような大きさで、側
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面視略矩形状に形成されている。
【００５５】
　位置決め溝４６は、カバー６１の外周面と当接するように、上側に向かって開く側面視
略Ｕ字状に形成されている。
　フロントビーム４２は、左右方向に延びる断面視略Ｕ字状に形成され、各フレーム側壁
４１の前端部間に架設されている。フロントビーム４２の前面には、プロセスフレーム１
２を本体ケーシング２に着脱するときに、ユーザが把持するためのフレーム把持部４７が
一体的に形成されている。
【００５６】
　リヤビーム４３は、左右方向に延びる断面視略Ｕ字状に形成され、各フレーム側壁４１
の後端部間に架設されている。
　ガイド板４４は、フロントビーム４２とリヤビーム４３との間において、等間隔を隔て
て並列配置されるように、両フレーム側壁４１間に３枚架設されている。また、ガイド板
４４は、左右方向および上下方向に延び、その左右方向両端部は、互いに隣り合う切欠部
４５の間において、両フレーム側壁４１に連続している。
【００５７】
　これにより、フロントビーム４２、リヤビーム４３および左右１対のフレーム側壁４１
に囲まれる空間は、３枚のガイド板４４により、前後方向に４等分されている。
　また、各ガイド板４４、フロントビーム４２およびリヤビーム４３の下端部には、プロ
セスカートリッジ１３の保護部材３１の下端面が当接する規制部の一例としての規制板４
８が、左右方向に沿って設けられている（以下、規制板４８の前後関係に言及するときに
は、前側の規制板を前側規制板４８Ｆ、後側の規制板を後側規制板４８Ｒとする。）。
【００５８】
　詳しくは、ガイド板４４には、図４に示すように、その下端部から後方に向かって相対
的に長く突出し、前側保護部材３１Ｆの下面が当接する前側規制板４８Ｆと、その下端部
から前方に向かって相対的に短く突出し、後側保護部材３１Ｒの下面が当接する後側規制
板４８Ｒとが設けられている。
　また、フロントビーム４２には、その下端部から後方に向かって相対的に長く突出し、
前側保護部材３１Ｆの下面が当接する前側規制板４８Ｆが設けられている。
【００５９】
　また、リヤビーム４３には、その下端部から前方に向かって相対的に短く突出し、後側
保護部材３１Ｒの下面が当接する後側規制板４８Ｒが設けられている。
　規制板４８は、１対のフレーム側壁４１との間に両ユニット側壁１５を挿通可能な空間
が隔てられている。また、前側規制板４８Ｆと後側規制板４８Ｒとの間には、感光ドラム
１９の下側部分を挿通可能な空間が隔てられている。
【００６０】
　また、プロセスフレーム１２の後端部には、第１ガイド軸４９が、プロセスフレーム１
２の前端部には、第２ガイド軸５０が、左右方向にわたって貫通されており、第１ガイド
軸４９および第２ガイド軸５０の両端部は、両フレーム側壁４１から左右方向外側に突出
している。
３．本体ケーシングの詳細
　図５は、図４に示すプロセスフレームが本体ケーシングに装着された状態を説明する説
明図であって、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【００６１】
　図６は、図５に対応する正面図である。
　本体ケーシング２の内部には、図５および図６に示すように、付勢手段の一例としての
直動カム機構５１が設けられている。
　直動カム機構５１は、進退部材の一例としての左右１対の直動カム５２と、各色のプロ
セスカートリッジ１３に対応する押圧部材の一例としての左右４対の揺動カム５３とを備
えている。
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【００６２】
　１対の直動カム５２は、前後方向に延びる角棒形状に形成されており、左右方向に間隔
を隔てて対向配置されている。直動カム５２は、本体ケーシング２の左右の本体側壁６２
の内側に配置され、本体側壁６２に沿って配置されている。
　また、直動カム５２には、各揺動カム５３に対応する４つの凹部５４が形成されている
。また、直動カム５２は、ラックギヤ部５５を備えている。
【００６３】
　凹部５４は、直動カム５２の下端縁から上方に向かって切り欠かれるように形成されて
おり、前後方向に間隔を隔てて並列配置されている。また、最前側の凹部５４は、それよ
り後側の３つの凹部５４よりも前後方向に長く形成されている。また、後側の３つの凹部
５４の前後方向長さは、互いに等しく形成されている。
　ラックギヤ部５５は、直動カム５２の後端部において、直動カム５２の上端縁に形成さ
れている。
【００６４】
　揺動カム５３は、１つの直動カム５２に対応して４つ設けられている。４つの揺動カム
５３は、互いに前後方向に間隔を隔てて、前方から順次、ブラックプロセスカートリッジ
１３Ｋ、イエロープロセスカートリッジ１３Ｙ、マゼンタプロセスカートリッジ１３Ｍお
よびシアンプロセスカートリッジ１３Ｃに対応するように、並列配置されている。
　また、揺動カム５３は、前後方向略中央部分に揺動支点を有し、その前側に、直動カム
５２の凹部５４に嵌合する鉤部５６と、その後側に、プロセスカートリッジ１３のユニッ
ト側壁１５の上面に当接する当接アーム部５７とを一体的に備えている。
【００６５】
　鉤部５６は、前端部が上方に向かって屈曲する側面視鉤形状に形成されている。
　当接アーム部５７は、鉤部５６の後端部から連続して後方斜め下方に向かって延びる細
長の平板形状に形成されている。
　また、揺動カム５３には、鉤部５６と当接アーム部５７との間に、支持軸挿通穴５８が
形成されている。
【００６６】
　そして、支持軸挿通穴５８に、本体ケーシング２の本体側壁６２から内側に突出する支
持軸５９が挿通固定されることにより、揺動カム５３は、支持軸５９に対して揺動可能に
支持される。
　また、揺動カム５３は、一端が揺動カム５３に係止され、他端が本体側壁６２に係止さ
れ、支持軸５９に巻回される付勢バネ（図示せず）によって、常には、左側面視において
反時計回りに付勢されている。
【００６７】
　そして、直動カム５２のラックギヤ部５５に、図示しないギヤ列を介して、本体ケーシ
ング２に設けられるモータ（図示せず）からの駆動力が入力されると、直動カム５２は前
後方向に往復移動する。
　これにより、直動カム５２は、最も前方の全進出位置（図５参照）と、最も後方の全退
避位置（図７参照）と、全進出位置と全退避位置との間の部分退避位置（図８参照）との
間を移動する。
【００６８】
　まず、直動カム５２が全進出位置に配置されているときには、全ての揺動カム５３にお
いて、鉤部５６が凹部５４から外れて、直動カム５２の下端縁に当接しており、当接アー
ム部５７が、付勢バネ（図示せず）の付勢力に抗して上方に退避している（図５参照）。
　そして、直動カム５２が部分退避位置に配置されると、最前側の凹部５４の後端部が、
ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋに対応する揺動カム５３の鉤部５６と上下方向にお
いて対向する。すると、その揺動カム５３が、付勢バネ（図示せず）の付勢力により反時
計回りに揺動して、鉤部５６が凹部５４の後端部に嵌合し、同時に、当接アーム部５７が
下方に進出する（図８参照）。
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【００６９】
　そして、直動カム５２が全退避位置に配置されると、ブラックプロセスカートリッジ１
３Ｋに対応する揺動カム５３の鉤部５６が、最前方の凹部５４の前端部に配置され、残り
の３つの揺動カム５３の鉤部５６と、残りの３つの揺動カム５３に対応する凹部５４とが
上下方向において対向する。すると、残りの３つの揺動カム５３が、付勢バネ（図示せず
）の付勢力により反時計回りに揺動する。これにより、３つの揺動カム５３において、鉤
部５６が凹部５４に嵌合し、同時に、当接アーム部５７が下方に進出する（図７参照）。
【００７０】
　また、本体ケーシング２には、本体側壁６２において、前後方向に沿って延びるように
、第１ガイド溝６３および第２ガイド溝６４が形成されている。
４．プロセスカートリッジの本体ケーシングへの装着動作
　プロセスカートリッジ１３を本体ケーシング２に装着するには、まず、プロセスフレー
ム１２を引き出し、プロセスカートリッジ１３をプロセスフレーム１２に装着する。
【００７１】
　プロセスカートリッジ１３をプロセスフレーム１２に装着するには、図３に示すように
、プロセスカートリッジ１３の前端部および後端部がガイド板４４に沿うように、かつ、
カバー６１が位置決め溝４６に嵌合するように、位置を合わせて、上方からプロセスカー
トリッジ１３をプロセスフレーム１２へ挿入する。
　すると、プロセスユニット１３の保護部材３１の下面が規制板４８に当接して、プロセ
スユニット１３がプロセスフレーム１２に装着される。
【００７２】
　次いで、本体ケーシング２にプロセスフレーム１２を装着するには、本体ケーシング２
に対して、後方に向かってプロセスフレーム１２を押し込む。
　すると、図６に示すように、プロセスフレーム１２の第１ガイド軸４９が、本体ケーシ
ング２の第１ガイド溝６３に嵌合し、プロセスフレーム１２の第２ガイド軸５０が、本体
ケーシング２の第２ガイド溝６４に嵌合して、後方に向かって案内されて、プロセスフレ
ーム１２が本体ケーシング２に装着される。
５．プロセスカートリッジの本体ケーシング内での動作
　図７は、図５に示す直動カムが全退避位置に配置された状態を説明する説明図であって
、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【００７３】
　図８は、図５に示す直動カムが部分退避位置に配置された状態を説明する説明図であっ
て、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
　プロセスフレーム１２が本体ケーシング２に装着されると、図５および図６に示すよう
に、揺動カム５３の当接アーム部５７が、対応するプロセスカートリッジ１３の両ユニッ
ト側壁１５と当接する。
【００７４】
　このとき、プロセスカートリッジ１３の保護部材３１は、プロセスフレーム１２の規制
板４８と当接し、上下方向において位置固定されている。また、直動カム５２は、全進出
位置に配置されており、上述したように、全ての揺動カム５３の当接アーム部５７は、上
方に退避している。すなわち、全ての揺動カム５３は、プロセスカートリッジ１３を押圧
解除している。
【００７５】
　そのため、全てのプロセスカートリッジ１３のプロセス筐体１４は、圧縮バネ３８の付
勢力によって、保護部材３１に対して上方に退避している。つまり、全ての保護部材３１
は、感光ドラム１９に対して、下方に進出する進出位置に配置されている。
　これにより、カラーレーザプリンタ１は、全ての感光ドラム１９が搬送ベルト２４から
離間する全離間モードになっている。
【００７６】
　次いで、直動カム５２が後方に移動し、部分退避位置に配置されると、図８に示し、上
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述したように、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋに対応する揺動カム５３の当接アー
ム部５７が下方に進出する。
　すると、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋのプロセス筐体１４は、対応する揺動カ
ム５３によって、上方から下方に向かって押圧され、圧縮バネ３８の付勢力に抗して、保
護部材３１に対して下方に向かって進出する。そして、このプロセス筐体１４は、感光ド
ラム１９の両端を被覆するカバー６１が位置決め溝４６と当接することにより、位置決め
される。
【００７７】
　すると、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋの保護部材３１は、感光ドラム１９に対
して、上方に退避する退避位置に配置される。
　なお、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋ以外のプロセスカートリッジ１３に対応す
る揺動カム５３は、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋ以外のプロセスカートリッジ１
３を押圧解除している。そのため、ブラックプロセスカートリッジ１３Ｋ以外のプロセス
カートリッジ１３のプロセス筐体１４は、保護部材３１に対して上方に退避し、それらの
保護部材３１は、感光ドラム１９に対して、下方に進出する進出位置に配置されている。
【００７８】
　これにより、カラーレーザプリンタ１は、全離間モードから、ブラックプロセスカート
リッジ１３Ｋの感光ドラム１９のみ搬送ベルト２４に接触するブラック接触モードに移行
する。そのため、ブラック接触モードでは、モノクロ画像が形成される。
　次いで、直動カム５２が最も後方に移動し、全退避位置に配置されると、図７に示し、
上述したように、全ての揺動カム５３の当接アーム部５７が下方に進出する。
【００７９】
　すると、全てのプロセス筐体１４は、対応する揺動カム５３によって、上方から下方に
向かって押圧され、圧縮バネ３８の付勢力に抗して、保護部材３１に対して下方に向かっ
て進出する。そして、全てのプロセス筐体１４は、感光ドラム１９の両端を被覆するカバ
ー６１が位置決め溝４６と当接することにより、位置決めされる。
　すると、全ての保護部材３１は、感光ドラム１９に対して、上方に退避する退避位置に
配置される。
【００８０】
　これにより、カラーレーザプリンタ１は、ブラック接触モードから、全ての感光ドラム
１９が搬送ベルト２４に接触する全色接触モードに移行する。そのため、全色接触モード
では、カラー画像が形成される。
６．作用効果
（１）このカラーレーザプリンタ１によれば、図４（ａ）に示すように、プロセスカート
リッジ１３が本体ケーシング２から取り外されているときには、直動カム機構５１の揺動
カム５３によるプロセス筐体１４に対する付勢が解除されているので、保護部材３１は、
感光ドラム１９に対して下方の進出位置に配置されている。
【００８１】
　そのため、保護部材３１は、感光ドラム１９を、下側から、保護することができる。
　また、プロセスカートリッジ１３が本体ケーシング２に装着され、直動カム機構５１の
揺動カム５３がプロセス筐体１４を付勢しているときには、図７（ａ）に示すように、保
護部材３１は、感光ドラム１９に対して上方の退避位置に配置されている。
　そのため、保護部材３１は、感光ドラム１９を、下方から、露出させることができる。
【００８２】
　その結果、上下方向において、保護部材３１を感光ドラム１９に対して進退させるだけ
で感光ドラム１９を保護または露出させるので、本体ケーシング２に大きな空間を設ける
ことを不要とすることができ、コンパクトな構成で、感光ドラム１９を保護することがで
きる。
（２）このカラーレーザプリンタ１によれば、図５（ａ）に示すように、保護部材３１は
、プロセスカートリッジ１３がプロセスフレーム１２に装着されたときには、まず、進出
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位置に配置される。
【００８３】
　そのため、プロセスカートリッジ１３がプロセスフレーム１２に装着された最初の段階
において、感光ドラム１９を確実に保護することができる。
（３）このカラーレーザプリンタ１によれば、図３に示すように、プロセスフレーム１２
は、上下方向において、保護部材３１の下面と当接する規制板４８を備えている。
　そのため、図７（ａ）に示すように、直動カム機構５１の揺動カム５３がプロセス筐体
１４を付勢しているときには、プロセスカートリッジ１３の保護部材３１が、プロセスフ
レーム１２の規制板４８に当接するので、保護部材３１の下方に向かう移動が、規制板４
８により規制される。
【００８４】
　その結果、直動カム機構５１の揺動カム５３によりプロセス筐体１４を付勢することに
より、保護部材３１を、上下方向において、確実に、感光ドラム１９に対して上方に退避
させることができる。
（４）このカラーレーザプリンタ１によれば、図５（ａ）に示すように、直動カム機構５
１は、複数のプロセスカートリッジ１３が並列する前後方向に沿って進退する直動カム５
２と、直動カム５２の進退に対応して、各プロセスカートリッジ１３のプロセス筐体１４
を上下方向に沿って押圧または押圧解除する揺動カム５３とを備えている。
【００８５】
　そのため、揺動カム５３は、直動カム５２の進退に対応して、各プロセスカートリッジ
１３のプロセス筐体１４を押圧または押圧解除することができる。
　その結果、直動カム機構５１により、各プロセスカートリッジ１３の保護部材３１を連
動させて進退させることができる。
（５）このカラーレーザプリンタ１によれば、図７（ａ）に示すように、直動カム機構５
１の揺動カム５３がプロセス筐体１４を付勢しているときには、感光ドラム１９の両端を
被覆するカバー６１が、位置決め溝４６と当接する。
【００８６】
　そのため、直動カム機構５１の揺動カム５３によってプロセス筐体１４を付勢している
ときに、確実に、プロセス筐体１４を位置決めすることができる。
（６）このカラーレーザプリンタ１によれば、図７（ａ）に示すように、直動カム５２が
全退避位置に移動したときには、揺動カム５３がすべてのプロセス筐体１４を押圧し、す
べての保護部材３１を退避位置に配置させる。
【００８７】
　また、図８（ａ）に示すように、直動カム５２が部分退避位置に移動したときには、揺
動カム５３がブラックプロセスカートリッジ１３Ｋのプロセス筐体１４を押圧し、それに
対応する保護部材３１を退避位置に配置させるとともに、残りの３つのプロセス筐体１４
を押圧解除し、それらに対応する保護部材３１を進出位置に配置させる。
　また、図５（ａ）に示すように、直動カム５２が全進出位置に移動したときには、揺動
カム５３がすべてのプロセス筐体１４を押圧解除し、すべての保護部材３１を進出位置に
配置させる。
【００８８】
　これにより、直動カム５２の全退避位置、部分退避位置および全進出位置への移動によ
り、各保護部材３１を連動させて進退させることができる。
　そのため、カラーレーザプリンタ１を、全ての保護部材３１を退避させ、全ての感光ド
ラム１９と搬送ベルト２４とを接触させる全色接触モード、ブラックプロセスカートリッ
ジ１３Ｋの保護部材３１を退避させ、残りの３つの保護部材３１を進出させて、ブラック
プロセスカートリッジ１３Ｋの感光ドラム１９のみを搬送ベルト２４と接触させるブラッ
ク接触モード、および、全ての保護部材３１を進出させ、全ての感光ドラム１９を搬送ベ
ルト２４から離間させる全離間モードに切り替えることができる。
【００８９】
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　その結果、プロセス筐体１４を付勢する直動カム機構５１と、保護部材３１とを利用し
て、カラーレーザプリンタ１のモードを切り替えることができ、カラーレーザプリンタ１
の装置構成を簡略化することができる。
（７）このプロセスカートリッジ１３によれば、図２に示すように、保護部材３１は、感
光ドラム１９の軸線方向（左右方向）に沿って延び、感光ドラム１９を挟んで並列配置さ
れている。
【００９０】
　そのため、保護部材３１は、感光ドラム１９の両側から、確実に、感光ドラム１９を保
護することができる。
　また、保護部材３１は、上下方向において、感光ドラム１９に対して相対移動可能であ
る。
　そのため、図２（ｂ）に示すように、感光ドラム１９をプロセス筐体１４の外側へ配置
するように、保護部材３１が上方に向かって動いたときには、２つの保護部材３１の間か
ら感光ドラム１９を露出させることができ、図２（ａ）に示すように、感光ドラム１９を
プロセス筐体１４の内側へ配置するように、保護部材３１が下方に向かって動いたときに
は、２つの保護部材３１によって感光ドラム１９を保護することができる。
【００９１】
　その結果、簡単な構成で、確実に、感光ドラム１９を保護することができる。
（８）このプロセスカートリッジ１３によれば、図２（ａ）に示すように、感光ドラム１
９よりも後側に配置される後側保護部材３１Ｒは、上下方向に沿って延びる第１後側保護
板３６と、第１後側保護板３６から連続し、前方に向かって延びる第２後側保護板３７と
を備えている。
【００９２】
　そのため、後側保護部材３１Ｒは、第１後側保護板３６により、後側から感光ドラム１
９を保護することができ、第２後側保護板３７により、下側から感光ドラム１９を保護す
ることができる。
　また、感光ドラム１９よりも前側に配置される前側保護部材３１Ｆは、上下方向におい
て、現像ユニット１７と対向し、その前後方向長さＬ１は、後側保護部材３１Ｒの、前後
方向長さＬ２よりも長く形成されている。
【００９３】
　そのため、前側保護部材３１Ｆは、前側において、現像ユニット１７と対向する空間を
利用して、後側保護部材３１Ｒよりも長い前後方向長さで、感光ドラム１９を保護するこ
とができる。
　その結果、前後方向および下方のいずれの方向においても、確実に、感光ドラム１９を
保護することができる。
（９）このプロセスカートリッジ１３によれば、図４（ａ）に示すように、保護部材３１
は、その上面に圧縮バネ３８を備えている。
【００９４】
　そのため、保護部材３１を感光ドラム１９に対して相対的に近づけるには、圧縮バネ３
８の付勢力に抗して保護部材３１を押圧する必要がある。すなわち、保護部材３１は、下
方から上方に向かって外力が加わらない限り、圧縮バネ３８の付勢力により、感光ドラム
１９から離間し続ける。
　その結果、感光ドラム１９がプロセス筐体１４の内側に配置されるので、確実に、感光
ドラム１９を保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の画像形成装置の一例としてのカラーレーザプリンタの一実施形態を示す
側断面図である。
【図２】図１に示すプロセスカートリッジの斜視図であって、（ａ）は、保護部材が進出
位置に配置されている状態を示し、（ｂ）は、保護部材が退避位置に配置されている状態
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【図３】図２に示すプロセスカートリッジをプロセスフレームに装着する状態を示す斜視
図である。
【図４】図２に示すプロセスカートリッジがプロセスフレームに装着された状態を説明す
る説明図であって、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【図５】図４に示すプロセスフレームが本体ケーシングに装着された状態を説明する説明
図であって、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【図６】図５に対応する正面図である。
【図７】図５に示す直動カムが全退避位置に配置された状態を説明する説明図であって、
（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【図８】図５に示す直動カムが部分退避位置に配置された状態を説明する説明図であって
、（ａ）は、断面図であり、（ｂ）は、左側面図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　カラーレーザプリンタ
　２　　　本体ケーシング
　１２　　プロセスフレーム
　１３　　プロセスカートリッジ
　１４　　プロセス筐体
　３１　　保護部材
　３６　　第１後側保護板
　３７　　第２後側保護板
　３８　　圧縮バネ
　４６　　位置決め溝
　４８　　規制板
　５１　　直動カム機構
　５２　　直動カム
　５３　　揺動カム
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